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第１章 

実績報告の概要 
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第１章 実績報告の概要 
 

 

１ 実績報告について 

敬老会開催に要した経費及び参加者の実績数に基づき、敬老会補助金（以下「補助金」と

いいます。）の金額を確定いたします。 

補助金の金額を確定し、確定した金額を市からお振り込みするため、以下の書類をご提出

いただきます。 

 

【必ずご提出いただく書類】  各詳細・記入例は第２章 実績報告の記載方法参照 

 

 

【該当がある場合ご提出いただく書類】  各詳細・記入例は第２章 実績報告の記載方法参照 

 

※ 様式は、必ず今年度のものをお使いください。（今年度申請書類の様式を変更しています。） 

※ 市所定の様式は、千葉市 HP 内でダウンロードすることもできます。 

 

 

(１)  千葉市敬老会補助金実績報告書（様式第６号） 

(２)  補助対象事業に係る経費の支払いを証する書類（＝領収書・レシート） 

・・・紛失を防ぐため「領収書・レシート貼付け台紙」等の紙に貼ってご提出ください。 

(３)  総事業費の一覧表 

(４)  敬老会参加者の氏名及び人数が確認できる名簿 

(５)  敬老会関係者の氏名、人数及び来賓等の区分が確認できる名簿 

(６)  敬老会の開催内容・状況が確認できる写真 

(７)   敬老会の内容や流れがわかるもの（プログラム、しおり、次第、従事者用のタイムスケジュールなど） 

(８)  支出金精算書（概算払）（第５３号様式―２） 

 

（１）申請者の変更について 

…交付申請書に記載された申請者（団体の代表者）に変更があった場合に、ご提出いただきます。 

（２）千葉市敬老会補助金中止承認申請書（様式第４号） 

…交付申請後、敬老会の開催を取りやめた場合であって、準備のための費用がかから

なかった場合に、ご提出いただきます。 

（３）補助金額が増加する、減額になる場合 

市高齢福祉課までご連絡をお願いいたします。必要書類を郵送いたします。  
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第１章 実績報告の概要 
 

２ 書類についての留意点  （必ずご確認をお願いします。） 

(１)  実績報告書類のご提出にあたって、「令和５年度 敬老会補助金の手引」をご参

照のうえ、手続の流れ、対象経費等をご確認ください。 

(２)  今年度における一連の提出書類では、申請者欄に署名するか記名押印にするかを、

交付申請書と同じ方に統一してください。 

・・・記名押印の場合、押印する印鑑は、交付申請書と同一のご印鑑としてください。 

(３)  押印する印鑑は、朱肉をつけて押す印鑑を使用してください。 

・・・シャチハタ等の自動印（スタンプ方式のもの）は使用できません。 

(４)  実績報告書、交付請求書等氏名を記入する書類は必ずボールペンで記入してください。 

・・・鉛筆や、こすると文字が消えるボールペンなど、文字が容易に消える筆記用具は使用できません。  

(５) 修正液・修正テープ・砂消しゴムで修正しないでください。 

(６)  金額の記載はいかなる方法でも修正できません。 

・・・金額を誤って記入された場合は、お手数でも書類を作成し直してください。 

(７)  金額以外の記載を誤った場合は、誤字を二重線で消したうえで、申請団体の代表者

がフルネームで署名し（一連の手続で記名押印されている場合は押印し）、余白に正

しく記入してください。 

(８)  ご提出いただいた書類は返却を致しません。 

・・・必要に応じてあらかじめ写しをとっておき、保管をお願いします。 

(９) 補助金に係る書類は、５年間の保存をお願いします。 

 

３ 実績報告をご提出いただいた後について 

１２月頃～翌年３月頃にかけて、補助金の金額が確定しましたら、「敬老会補助金額確

定通知書」を申請者の代表者様宛てに順次郵送いたします。（※補助金に係る各種書類とともに、

５年間の保存をお願いいたします。） 

また、補助金をお振込みする予定日は、上記通知書の郵送時に書面にてお知らせします。 

このとき、既に市からお振込み済の額と確定した補助金額との差額に応じて、上記通知

書のほかに市からお送りする書類や、お願いするご対応が異なります。 

詳細は、次ページのとおりです。 
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第１章 実績報告の概要 
 

４ 概算払の精算手続きについて 

 

 

 

 

 

 

 

● 同額精算 

【既に市からお振込み済の額 ＝ 確定した補助金額 のとき】 

・・・既に市からお振込み済の全額が、そのまま当該年度の敬老会補助金となります。

手続は不要です。 

（例）交付決定額 50,000 円 ＝ 確定額 50,000 円（補助金算出基礎額＋加算額） 

      

● 増額精算 

【既に市からお振込み済の額 ＜ 確定した補助金額 のとき】  

・・・既に市からお振込み済の額と、確定した補助金額との差額を追加で市からお振込

みします。 

追加振込に必要な書類をお送りしますので、ご提出ください。 

（例）交付決定額 50,000 円 ＜ 確定額 100,000 円（補助金算出基礎額＋加算額） 

   ➡50,000 円の追加振込をいたします。（追加書類提出） 
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第１章 実績報告の概要 
 

 

 
 

 

 

  

● 減額精算 

既に市からお振込み済の額 ＞ 確定した補助金額 のとき  

・・・既に市からお振込み済の額と、確定した補助金額との差額を市へ返還していただ

きます。 

納付書をお送りしますので、市へ差額を返還してください。 

（例）交付決定額 50,000 円 ＞ 確定額 30,000 円（補助金算出基礎額＋加算額） 

   ➡20,000 円の返還が発生いたします。（市より納付書を送付。） 
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第１章 実績報告の概要 
 

５ 原本証明の方法 

  領収書・レシートについて、原本を他に使用するなどの理由からコピーを提出される場

合は、そのコピーに申請団体の代表者による原本証明をしていただく必要があります。 

  コピーした面１面ごとに、次の４点を記入等してください。 

 

        

＜見本＞ 

 

 

 

 

 

 

なお、原本証明は、領収書等のコピーを貼り付けるのではなく、コピ

ーした用紙に直接記入をしてください。 

×よくある原本証明の間違い  

A4サイズの用紙に原本証明を行い、その用紙に領収書（コピー） 

を貼り付けている方法 

⇒領収書（コピー）を原本証明した書類からはがすこと 

ができるため再提出の指摘事項となっております。 

 

  

①写しが原本と相違ないことを証する旨  例文：この写しは原本と相違ないことを証します。 

②交付申請書類「千葉市敬老会補助金交付申請書」に記載の申請団体名 

③申請代表者の職名 

④申請代表者の署名 又は 記名押印※「千葉市敬老会補助金交付申請書」・「千葉市敬老会補助金実績報告書」

で署名している場合は署名を、記名押印している場合は同じご印鑑での記名押印をしてください。 

上記対応と異なる場合は、原本証明として扱われませんので、ご注意をお願いいたします。 

領収書のコピーし

た用紙に原本証明

をしてください。 

① この写しは原本と相違ないことを 

証します。 

② 千葉港１丁目自治会 

    

 ③ 会長  ④ 中央 太郎 

                                             

１ 領収書（コピー） 

千葉港１丁目自治会様 

△△商店 

 

 
 

 
中

央 

 

 
１ 領収書（コピー） 

千葉港１丁目自治会様 

△△商店 

 

 

① この写しは原本と相違ないことを証します。 

② 千葉港１丁目自治会 

 ③ 会長  ④ 中央 太郎 
 
中

央 

① この写しは原本と相違ないことを証します。 

② 千葉港１丁目自治会 

 ③ 会長  ④ 中央 太郎 原本証明○ 

原本証明× 

 
中

央 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 

実績書類の記載方法 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

提出が必要な書類について 

（１）千葉市敬老会補助金実績報告書 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

（１）千葉市敬老会補助金実績報告書  

・ 敬老会の開催実績を記入し、ご提出ください。（記入方法は左ページ参照） 

・ 申請書類等にいう「参加者」「来賓」「地区役員等」「出演者・付き添等」「関係者」について

は、以下のとおりです。「令和５年度 敬老会補助金の手引」１８ページ１４ 申請書類の記入方法について も参照。 

 

※ ７５歳未満の方で敬老会の開催に携わっていない方は、ここには含みません。補助の対

象とならないため、参加者・関係者名簿に記入することはできません。 

 

・  なお、参加・出席された方は、「参加者」「来賓」「地区役員等」「出演者・付き添等」のい

ずれか１つの区分のみでカウントしてください。１人の方を複数の区分で重複してカウントする

ことのないようにしてください。 

 参加者と関係者を兼ねている場合は、参加者としてカウントしてください。補助対象上限額に影響

があります。 例：参加者と地区役員の両区分に該当。 ➡ 参加者にのみ記載してください。 

 

  

①参加者 

・・・補助対象者であって、敬老会にお越しになり敬老のお祝いを受ける方をいいます。 

②来賓 

・・・開催団体から招待を受けて敬老会に来ていただく方をいいます。 

（例：市議会議員、開催地域にある学校・企業・施設等の関係者、開催団体にゆかりのある方） 

③地区役員等 

・・・開催団体の構成員で、敬老会の開催・運営に従事される方をいいます。 

例：【町内自治会等】町内自治会の会長・副会長・会計等の役員、福祉委員会の方、班長、民生委員（協力員）など

【施設等】施設のスタッフ（職員）など 

④出演者、付き添等 

・・・③の地区役員等以外の方で演芸を披露されるなど敬老会の開催に携わる方をいいます。 

例：敬老会で歌・演奏・踊り・劇・落語・手品などの演芸を披露される出演者、講話などをされる講師、お祝いのため

に来場する子ども会・幼稚園・保育園等の子ども、参加者の介助をするために付き添われる方 

記載ポイント 

⚫ 日付は空欄で提出してください。 

⚫ 氏名欄は交付申請書と同一の形態（署名 or押印）で提出してください。 

⚫ （４）補助対象上限額は参加者×4,000円です。※合計人数ではございませんのでご注意ください。 

⚫ （６）算出基礎額の千円未満は切り捨てとなります。（下３桁は「×××,000円」となります。） 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

（２）補助対象事業に係る経費の支払いを証する書類（＝領収書・レシート） 

  
  

同封の「領収書・レシート貼付け台紙」が不足する場合は、お手数ですが、コピーしていただくか、市

HP からダウンロードしてください。また、提出先（高齢障害支援課）でもお渡しいたします。 

 

同封の「領収書・レシート貼付け台紙」が不足する場合は、お手数ですが、コピーしていただくか、市

HP からダウンロードしてください。また、提出先（高齢障害支援課）でもお渡しいたします。 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

（２）補助対象事業に係る経費の支払いを証する書類（＝レシート（領収書）） 

① レシート（領収書）（以下「レシート等」）は、原則として原本をご提出ください。 

② 原本を他に使用するなどの理由からコピーを提出する場合は、原本証明（p.5）が必要です。 

③ レシート等を途中で切らないでください。（補助の対象外となる可能性がございます。） 

④ レシートであっても宛名（申請団体名）の記載が必要です。 

（宛名がない場合にはレシートの余白に手書き又は押印にて、申請団体名と同じ団体名を追記してください。） 

⑤  レシート等は番号を振ってください。また、審査確認をスムーズに行うために、番号

のレシート等がどこにあるのか明記をしてください。 

⑥ 補助対象経費として、申請団体が敬老会のために行った支出のうち、実績報告書

「（３）総事業費」（補助対象事業費）として認められるのは、「令和５年度 敬老会補助

金の手引」19～20 ページ１５ 領収書等の経費の支払いを証する書類について に記載の要件を満たした

領収書等にかかる支出のみです。 

※ ポイントで支払った部分については、申請団体が負担したものと認められないため、

補助の対象外となりますので、ご注意ください。 

※ インターネット通販を通じて購入した物品に対する領収書の取得には注意をしてくだ

さい。（明細書のみではなく、領収書が発行される支払い方法の手続きをお願い致します。

支払われた証明ができず、補助対象の経費とならない可能性があります。） 

⑦ 補助の対象となる経費・ならない経費の具体例については、「令和５年度 敬老会補助金の手

引」５・６ページ７ 補助の対象となる経費・ならない経費の具体例  をご参照ください。また、補助

の対象となるか疑義がある場合は、事前に市高齢福祉課までご相談ください。敬老会

の開催後、領収書等の実績報告書類をご提出いただいた際、支出済の金銭が補助の対

象とならない可能性があります。 

 
  

ポイント 

⚫ 敬老会の開催後の日付のレシート（領収書）は写真の印刷など事後となる理由があるものを除き

原則補助対象外となります。 

やむを得ない事情で開催後の日付なってしまう場合は理由を記載してください。 

⚫ レシート（領収書）以外の注文書、納品書、請求書、出金伝票等は支払いを証する書類として認

められません。 

➡ 店舗側が受領した旨が確認できないため、対象とはなりません。 

⚫ 用途が不明な購入品や、内訳が記入されていないもの、出席した人数と個数が一致しない資料は

ご連絡をして確認させていただくことがあります。あらかじめ団体様にて記入いただくようお願

いいたします。 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

（３）総事業費の一覧表の見本 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

（３）総事業費の一覧表  

前記（２）の実績報告書に添付していただく「補助対象事業に係る経費の支払いを

証する書類（＝レシート（領収書等））」について、記入してください。 

様式は、同封のものをご使用ください。 

 

※市が実績報告を確認する際、金額の訂正や、領収書・レシートに係る支出の使

途・飲食された方等の確認のため、申請団体の皆さまに、お時間をいただくとともに

お手数をおかけしております。そこで、ご負担を軽減できるよう、提出をお願いする

ものです。 

 

領収書番号の記入基準 

～審査を迅速に確認するためにご協力をお願いいたします。～ 

 

① 発行日が早い順番に領収書番号を振っていただくようご協力お願いいたします。 

② インターネット通販等で購入した A4 サイズの領収書は発行日等問わず最後に添付をして

ください。（A4サイズの領収書同士は発行日の順番で番号を振り分ける。） 

 

レシート（領収書）を紛失した場合の代替書類（納品書・請求書等）

は経費の支払いを証する扱いにはなりません。各購入先で再発行等の

対応をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和５年度 敬老会補助金の実績報告の手引（概算払の団体用） 

- 13 - 

第２章 実績報告の記載方法 
 

（４）敬老会参加者名簿（氏名及び人数が確認できる名簿の見本） 

敬老会参加者名簿（７５歳以上かつ千葉市に住民登録がある、お祝いを受ける方） 

通し№ 

ふりがな 

出欠予定 当日出欠 
年齢 

R5.12.31時点 
市内住民登録 

氏名 

（例１） 
みどり はなこ 

出 出 80 ○ 
緑 花子 

（例２） 
いなげ ふうた 

出 欠 77 ○ 
稲毛 風太 

（例３） 

ちゅうおう うみこ 

出 出（コロナ） 75 ○ 
 中央 海子 

４ 

 

    
 

５ 

  

   
 

６ 

 

    
 

７ 

 

    
 

８ 

 

    
 

９ 

 

    
 

１０ 

 

    
 

   ２   

 

※市所定様式の場合の記載例 

  

実績報告書に記載する「参加

者」は、この欄の「出」とな

っている方の合計人数です。 

 

コロナに感染して出席できなかっ

た場合は「出（コロナ）」とわか

るよう記入してください。 

 

各ページの「出」（コロナ含）となる

人数を欄外に記入してください。 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

（４）敬老会参加者の氏名及び人数が確認できる名簿 

 

 

※ 参加者と関係者（来賓・地区役員等・出演者・付き添の方）を兼ねている場合は、参加者として

カウント（参加者にのみ記載）してください。補助対象上限額が増額となります。 

①  敬老会の参加者の①氏名及び②人数が記載された名簿をご提出ください。氏名の読み

方が難しい方につきましては、スムーズな確認のため、ふりがなを振っていただきます

ようご協力をお願いします。 

 なお、名簿に記載された参加者の人数は補助金額の計算に関係しますので、名簿の作

成にあたっては、参加者が補助の対象者となる要件を満たしている方かどうかを確認し

ていただくようお願いします。 

 

②  補助の対象者の要件を満たす方のうち、敬老会にお越しになり敬老のお祝いを受けた

方が、参加者に該当します。敬老会を開催せずに記念品等を配付した場合や、敬老会にお越しにな

られなかった場合（記念品等を会場に取りに来たのみでお帰りになられた場合も同様）、その方は参加者

に該当しません（補助対象外です）。 

 

③  事前に出席の連絡があり敬老会に来る予定であった参加者が、体調不良などの理由に

より急きょ敬老会に出席できなくなった場合に、その方のためにあらかじめ発注してい

たお弁当、お茶、紅白饅頭等の費用で、キャンセルできず支払ったものの代金は補助の

対象経費に入れることができますので対象の方を記入してください。 

 ただし、千葉市敬老会補助金実績報告書（様式第６号）に記載する「参加者」の人数

（実績数）は、敬老会に当日お越しになった方の人数となります。 

 

④  様式は、必ずしも同封のものでなくて構いませんが、なるべく市所定の様式でのご提

出にご協力ください。 

  

実績報告書に記載する「参加者」は、当日出欠

が「出」となっている方の合計人数です。 
※新型コロナウイルス感染症に感染し、急遽やむを得ず欠席となった場合には、参加者

とみなすことができます。（発症してから５日間経過するまでの方。５日間経過後も症

状がある場合は軽くなってから２４時間経過するまでの方が対象です。） 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

（５）敬老会関係者名簿（氏名、人数及び来賓等の区分が確認できる名簿の見本） 

敬老会関係者名簿（参加者をお祝いする来賓・地区役員等・出演者・付き添等） 

通し№ 

ふりがな 

出欠予定 当日出欠 区分 備考 
氏名 

（例１） 
わかば はまこ 

出 欠 来賓  
若葉 浜子 

（例２） 
ちゅうおう たろう 

出 出 地区役員等 会長 
中央 太郎 

（例３） 
ちば たろう 

出 出 出演者 
落語披露 

△△亭 千葉 太郎 

 

 

    
 

（例４） 

はなみ いね 

出 出 地区役員等 
9/18 出 

9/19 出 花見 稲 

 

 

 

 

  
 

 

 

    
 

 

  

    
 

 

 

    
 

 

※市所定様式の場合の記載例 

  

２日間にわたる２部制等で開催

した場合は、備考欄に出席した

日付を記載してください。 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

（５）敬老会関係者の氏名、人数及び来賓等の区分が確認できる名簿 

 

① 敬老会にお越しになられた関係者の ①氏名 ②人数及び ③区分（来賓、地区役員

等、出席者･付き添等の計３種類）が記載された名簿をご提出ください。出席者がどの区

分に該当するかは、ｐ.８を参照。 

 

② 「出演者･付き添等」の区分に該当するのは、敬老会にお越しになられた方のうち、地区

役員等以外の方で敬老会に携わった方です。 

例：出演者、講演の講師、お祝いのために来場した子ども、参加者の介助者 

 

③ 様式は、必ずしも同封のものでなくて構いませんが、なるべく市所定の様式でのご提出

にご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

記載のポイント 

① 参加者名簿と関係者名簿に二重で記入することはできません。重複する場合は、参

加者名簿に記入してください。 

② 複数回にわたって出席があった関係者は備考欄に記入してください。 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

（６）敬老会の開催内容・状況が確認できる写真（複数枚） 

（例） 

  

 

 

（６）敬老会の開催内容・状況が確認できる写真 

・ 数枚で構いません。 

・ 参加者、来賓、地区役員等、出演者･付き添等が会場に集まって敬老会に参加さ

れている様子、敬老会で発表が披露されている様子、提供された食事など、敬老会の

開催内容・状況がわかるように撮影した写真を添付してください。 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

（７）敬老会の内容や流れがわかるもの 

 （プログラム、しおり、次第、タイムスケジュールなど） 

 （例） 

 
 

 

（７）敬老会の内容や流れがわかるもの（プログラム、しおり、次第、従事者用のタイムスケジュールなど） 

⇒敬老会の内容や流れがわかるものをご提出ください。 

例：参加者等へ配付されたプログラム・しおり、敬老会の会場に掲示された次第（縮小

版）、地区役員等が使ったタイムスケジュール 

写真での提供も可 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敬
老
会 

式
次
第 

 

一
、
開
会
の
こ
と
ば 

 

二
、
会
長
の
あ
い
さ
つ 

 

三
、
来
賓
祝
辞 

 

四
、
余
興 

 

五
、
記
念
品
贈
呈 

 

六
、
閉
会
の
こ
と
ば 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

（８）支出金精算書（様式第５３号―２） 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

（８）支出金精算書（様式第５３号―２） 

① 日付は空欄にてご提出ください。 

② 記入する箇所は、精算者の部分のみとなります。 

③  交付請求書（様式第８号）とは異なりますので、ご注意ください。 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

申請者が変更になった時 

千葉市敬老会補助金の申請者の変更について 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

申請者の変更について  

交付申請書に記載された申請者（団体の代表者）に変更があった場合は、変更後の申請者（団

体の新代表者）がご記入のうえ、ご提出ください。 

申請者の変更は、団体の代表者を務める方が変わった場合のほか、団体名が改称した場合や、

団体の代表者の職名が変更になった場合、団体の代表者の住所が変更になった場合も含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

記載のポイント 

① 右上の日付は空欄にてご提出ください。 

② 申請者欄に記入するのは新しく代表者になる方が記入をしてください。 

③ 新代表者様に変更後、口座名義に変更がある場合は、事前に変更をお願いいたします。 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

敬老会を中止にしたとき 

千葉市敬老会補助金中止承認申請書 
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第２章 実績報告の記載方法 
 

千葉市敬老会補助金中止承認申請書  

補助金交付申請後、敬老会の開催を取りやめた場合は、敬老会補助

金中止承認申請書を必ずご提出ください。  

 

（とりやめた場合でも届出が必要です） 

 

 

 

 

  

記載のポイント 

① 日付は空欄にて提出してください。 

② 記入していただく部分は、申請者欄、中止となった理由欄です。 

 

 



 

 

 

☆実績報告（概算払）（チェックリスト） 提出するもの 

 

 

☆書類内容確認チェックリスト（共通）  

 

 

千葉市ホームページ（敬老会補助金）から一部書類のダウンロードが可能です。 

右下のＱＲコードや「千葉市 敬老会」と検索していただき、ぜひご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  千葉市敬老会補助金実績報告書（様式第６号） 

□  補助対象事業に係る経費の支払いを証する書類（＝領収書・レシート） 

 ・・・紛失を防ぐため「領収書・レシート貼付け台紙」等の紙に貼ってご提出ください。 

□  総事業費の一覧表 

□  敬老会参加者の氏名及び人数が確認できる名簿 

□  敬老会関係者の氏名、人数及び来賓等の区分が確認できる名簿 

□  敬老会の開催内容・状況が確認できる写真 

□  敬老会の内容や流れがわかるもの（プログラム、しおり、次第、従事者用のタイムスケジュールなど） 

□  支出金精算書（概算払）（第５３号様式―２）※交付請求書（様式第８号）ではありません。 

 

 

 

□  補助対象事業に係る経費の支払いを証する書類（＝領収書・レシート） 

・・・紛失を防ぐため「領収書・レシート貼付け台紙」等の紙に貼ってご提出ください。 

□  総事業費の一覧表 

□  敬老会参加者の氏名及び人数が確認できる名簿 

□  敬老会関係者の氏名、人数及び来賓等の区分が確認できる名簿 

□  敬老会の開催内容・状況が確認できる写真 

□  敬老会の内容や流れがわかるもの（プログラム、しおり、次第、従事者用のタイムスケジュールなど） 

□  千葉市敬老会補助金交付請求書（様式第８号）※一括事前交付請求書（様式第９号）ではありません！ 

□  口座振込依頼書（別紙１） 

 

□  千葉市敬老会補助金実績報告書（様式第６号） 

□  補助対象事業に係る経費の支払いを証する書類（＝領収書・レシート） 

 ・・・紛失を防ぐため「領収書・レシート貼付け台紙」等の紙に貼ってご提出ください。 

□  総事業費の一覧表 

□  敬老会参加者の氏名及び人数が確認できる名簿 

□  敬老会関係者の氏名、人数及び来賓等の区分が確認できる名簿 

□  敬老会の開催内容・状況が確認できる写真 

 □ 実績報告書、支出金精算書は記入例のとおりになっているか。（原本） 

 □ レシート（領収書）はすべて原本か。（コピーは原本証明必須。） 

 □ 参加者名簿、実績報告書の人数は正しいか。 

□ 補助対象事業費上限額は参加者の見込数か。（当日の参加者×4,000 円） 

 

 □ 実績報告書、補助金交付請求書は記入例のとおりになっているか。（原本） 

 □ レシート（領収書）はすべて原本か。（コピーは原本証明必須。） 

 □ 参加者名簿、実績報告書の人数は正しいか。 

□ 補助対象事業費上限額は参加者の見込数か。（参加者×4,000 円） 

 

 

 

千葉市 敬老会 


